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はじめに
　社会福祉分野における権利擁護の重要性が高まるなか、2009（平成21）年度から

社会福祉士養成課程に「権利擁護と成年後見制度」という科目が導入され、社会福

祉士国家試験の出題範囲にも組み込まれてきました。その後、2021（令和３）年度

には名称が「権利擁護を支える法制度」に改められ、時代とともに変化していく権

利擁護課題の解決のために内容が充実されてきています。

 社会福祉領域における権利擁護の推進の背景には、家庭内における虐待や暴力、

介護や福祉の専門職等による虐待問題の発生、認知症や知的障害、精神障害等によっ

て判断能力が低下した者の権利が侵害されてしまう問題、社会経済情勢の変化に伴

う社会的排除や貧困の問題などの発生が影響しています。それとともに権利擁護の

担い手としての社会福祉士へ期待が高まっていることがうかがえます。

　人びとが安心して、自分らしく、自立した地域生活を営んでいくためには、当事

者がもてる力を発揮するとともに、ソーシャルワーカーである社会福祉士が当事者

の「必要」と「求め」に応じて、側面から支援していくことが求められます。そし

て、その際に重要となるのが「権利擁護の視点」であり「方法」です。

　社会福祉分野における権利擁護は、現時点では十分に共通理解が得られ、学問的

に確立しているとは言いがたい側面があり、今後の社会福祉実践をふまえた研究が

期待されているテーマでもあります。その意味では、本書もその研究に一石を投じ

る役割を担っていると考えます。

　本書は、先に述べたように社会福祉士養成課程の「権利擁護を支える法制度」に

対応し、厚生労働省の示す以下の「科目のねらい」を包含するように編集しました。

①法に共通する基礎的な知識を身につけるとともに、権利擁護を支える憲法、民

法、行政法の基礎を理解する。

②権利擁護の意義と支える仕組みについて理解する。

③権利が侵害されている者や日常生活上の支援が必要な者に対する権利擁護活動

の実際について理解する。

④権利擁護活動を実践する過程で直面しうる問題を、法的観点から理解する。

⑤ソーシャルワークにおいて必要となる成年後見制度について理解する。

　そして、社会福祉士として必要となる知識としての法の理解と法を駆使する実践

力を身につけることに加え、ソーシャルワークとしての権利擁護活動を実践する視

点やかかわり方についても盛り込み、包括的に権利擁護について学ぶことができる

ように配慮しました。

　権利擁護活動は、成年後見制度や日常生活自立支援事業など、さまざまな制度上

の仕組みが整うことも大切ですが、一人ひとりの当事者の権利が擁護されることが
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重要といえます。本書では、権利擁護活動を推進するうえで必要となる知識と情報

について掲載していますので、社会福祉士を目指す学生はもちろんのこと、精神保

健福祉士、その他福祉現場の実践者にも日々の実践を整理する際にご活用いただけ

れば幸甚です。

　最後に、本書を発行するにあたってご尽力いただきました執筆者の先生方、およ

び㈱みらいの西尾敦氏に対して厚く御礼申し上げます。

　2021年₂月

編者　山口　光治
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●事前学習

・ソーシャルワーカーを目指す私たちは、なぜ権利擁護について学ぶのでしょ

うか。みなさんが今学んでいる専門的知識や専門的技術を、どのような方

向へ用いるのかという専門価値にかかわる問いです。「ソーシャルワーカー

の倫理綱領」をヒントに、ソーシャルワーク実践の場を想像しながら、こ

の問いについて考えてみましょう。

●本章のねらい

　社会福祉士の働きは、当事者や地域住民とともに、その人や地域の抱える問題を
見出し、解決する方法を考え、当事者自身が取り組んでいくことを励ますことである。
自分らしく生きようとする人間の可能性を信じ、当事者の自立した生活が実現する
までパートナーとして傍らに寄り添っていく専門職が社会福祉士である。そこでは、
当事者や地域の力を引き出し、強め、その人権と権利を擁護していく役割が求めら
れる。
　本章では、社会福祉士が捉える権利擁護の基盤にある人権と諸権利、権利擁護の
視点と方法について概観する。
　なぜ権利擁護を学ばなければならないのかという問いは、いわば社会福祉実践の
根拠を問うことに通ずる。すなわち、社会福祉士が人びとの生活と権利を護るために、
どのような価値に基づき、どう具体的に働きかけていくのかという実践基盤を確認
することを意味するからである。ぜひ権利擁護実践の基礎についての理解を深めて
ほしい。

〔プロローグ〕

　近隣住民から、Ａ子さんのことを心配して地域包括支援センターへ相談
が寄せられた。それによると、Ａ子さん（75歳）は、３か月前に戻ってき
た息子（50歳）と二人暮らしをしている。Ａ子さんは軽度の認知症がある
ため、時折、会話が成り立たないことはあるが、ADLは自立している。
　息子は今まで仕事を転々とし、長続きしない性格であった。やっと２年
間続いた仕事も嫌になり、Ａ子さんのもとへ舞い戻った。

第 章1 権利擁護とは
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　Ａ子さんが「いい加減に仕事をしたらどうなの」と話しても、「うるさい、
ばばあ！　田舎じゃ、そんな簡単に仕事は見つからない！」「あんたの年金
が入ってくるんだからいいだろ。うるさいことばかり言うと殴るぞ！」と
脅し、何度か殴られている様子であるという。また、「あんたがこうやって
育てたんだろ。いつかは全部俺のものになる財産を先に使って何が悪いん
だ！」と怒鳴り散らす。そんななかで生活しているＡ子さんは、「こんな子
に育てたのは、私のせいではないか。私が悪いんだろうか」と思うように
なり、自分が我慢すればいいとあきらめている様子であるという。
　地域包括支援センターの社会福祉士は、Ａ子さんの思いを受けとめ、暴
力を振るう責任は息子さんにあり「Ａ子さんが悪いのではないよ」という
メッセージを送りながら、その暴力によって操られ、消えかかっているＡ
子さんの強さを引き出し、自分らしく生きたい気持ちを高めるように努めた。
そして、成年後見制度の利用につなぎ、適切な財産管理と身上監護を第三
者の成年後見人に依頼した。社会福祉士は、常に被害を受けているＡ子さ
んの側に立って支援していこうと支援活動を開始した。

　この例に限らず、人びとが安心して自由に、自分らしく生きる権利と、そ
の可能性が脅かされ、暴力や虐待、権利侵害といった状況がまかり通る社会
を放置しておくことはできない。
　私たちは社会福祉士として何ができるのか。その社会的責任の重さに向き
合い、行動を起こしていくために権利擁護を学び、当事者の最善の利益を確
保し、希望ある未来を当事者とともに築いていくことが求められる。

第１節　ソーシャルワークと権利擁護

１．社会福祉が捉える権利擁護

　社会福祉士として権利擁護実践に携わる際に、２つの重要な指針がある。
　１つには、社会福祉専門職団体協議会代表者会議が2005（平成17）年に制
定し、日本ソーシャルワーカー連盟＊１代表者会議が2020（令和２）年に改訂
した「ソーシャルワーカーの倫理綱領」＊２である。その前文には「われわれソー
シャルワーカーは、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在で
あり、平等であることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、社会正義、
人権、集団的責任、多様性尊重および全人的存在の原理に則り、人々がつな
がりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす専門職であり、

＊１　日本ソーシャル
ワーカー連盟
日本におけるソーシャ
ルワーカーの倫理を確
立し、専門的技能の研
鑽、資質の向上を図る
とともに、ソーシャル
ワーカーとしての社会
的地位の向上を図るた
めの事業を行い、国際
ソーシャルワーカー連
盟との連携や日本国と
しての統一的見解を集
約し、決定する組織で
ある。会員には、公益
社団法人日本社会福祉
士会、公益社団法人日
本精神保健福祉士協会、
公益社団法人日本医療
社会福祉協会、特定非
営利活動法人日本ソー
シャルワーカー協会の
４団体がある。

＊₂
日 本 ソーシャル ワー
カー連盟代表者会議で
は、各団体の倫理綱領
と し て「 ソーシャル
ワーカーの倫理綱領」
を施行する際に、本綱
領のタイトルに各団体
名を使用することにつ
いて合意している。
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第１章　権利擁護とは

多様な人々や組織と協働することを言明する」と述べられている。
　２つには、2014（平成26）年７月にメルボルンで開催された国際ソーシャ
ル ワーカー連 盟 （IFSW） 総 会 お よ び 国 際 ソーシャル ワーク 学 校 連 盟

（IASSW）総会において採択された「ソーシャルワーク専門職のグローバル
定義」である。そこでは、「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社
会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた
専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重
の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社
会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワー
クは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざま
な構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよ
い」＊３と定義されている。
　この２つから、ソーシャルワークとしての権利擁護を捉えると、人権と社
会正義の原理を基盤として、すべての人間がかけがえのない存在としてその
尊厳が尊重され、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現を図り、社会福
祉の推進とサービス利用者の自己実現を目指すという基本的な方向性を見出
すことができる。そして、そのような権利擁護の理念や思想を実現するため
に、社会福祉実践において利用者の意見や権利主張を側面的に支援し、権利
擁護のための法制度や政策を活用して代弁・弁護していくことが社会福祉が
捉える権利擁護であるといえる。

２．権利擁護の視点

　社会福祉実践において権利擁護という言葉の使われ方をみると、虐待や人
権侵害への対応方法のことを意味していたり、成年後見制度＊４や日常生活自
立支援事業＊５を利用することそのものであると捉えている場合が散見される。
それは誤りではないものの、そこで用いられている権利擁護は単に方法を意
味しており、援助過程を通して相手の痛みや苦しみ、悲しみなどを受けとめ、
それに対して誠実に応答していこうとする権利擁護実践の姿勢や態度、視点
を含めては捉えられていない。また、制度上の仕組みが整うことと、一人ひ
とりの当事者の権利が擁護されることとは次元が異なる。
　権利擁護を進めていくためには、その姿勢や態度を含めて権利擁護実践を
構造的に理解し、人権や福祉サービス利用者の諸権利を理解しておく必要が
ある。そして、その基礎に置かれる「当事者をどのように捉えるか」「当事
者にどう援助者として向き合うか」という姿勢や態度、視点として次の点を
あげることができる。

＊₃
日本社会福祉教育学校
連盟と社会福祉専門職
団体協議会による訳。
IFSWとしては日本語
訳、IASSWは 公 用 語
である日本語定義。

＊₄　成年後見制度
第８章参照。

＊₅　日常生活自立支
援事業
第10章参照。
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①一人ひとりがかけがえのない存在である（人権、価値、個別化）
②人はみな生きる力をもっている（人権）
③自分の人生を自分で決める権利と力がある（自己決定、自己選択、残存能力）
④あなたはひとりではない（関係性、社会的存在）
⑤相手を理解する際に、自分でできないことや失われた面のみならず、強み

や強さに目を向ける（ストレングス）
⑥力を引き出し、強めていく（エンパワメント）
⑦人はかかわり方によって変化しうる存在である（変化の可能性）
　あくまでも権利主体は当事者本人であり、その本人の力を引き出すととも
に、社会環境を整えて側面から支援していくこと、そして時に代弁していく
ことが権利擁護実践である。社会福祉士は、そのような当事者との協働のプ
ロセスを通して、当事者の最善の利益を確保していくのである。

３．権利擁護の４つの諸相

　ソーシャルワーク領域における権利擁護概念を探求した岩間伸之は、「権
利擁護とは、健康で文化的な最低限度の生活の維持及び権利侵害状態からの
脱却という狭義の理念を包含しつつ、さらに本人の自己実現に向けたエンパ
ワメントを志向する理念としてとらえることが求められる」として、以下の
４つの諸相を提示している＊６。

A：権利侵害状態からの脱却

B：積極的権利擁護の推進

C：予防的権利擁護の推進

D：権利侵害を生む環境の変革

　第一は「権利侵害状態からの脱却」であり、生命が危険にさらされている、
最低限度の生活が維持できていない、虐待等による権利侵害が認められる、
不適切な人間関係や非人間的な環境に置かれているといった権利侵害状態か
らの脱却を図ることをあげている。第二は、「積極的権利擁護の推進」で、
生命や財産を守り、権利侵害状態からの脱却を図るだけでなく、「本人らし
い生活」と「本人らしい変化」を支え、本人の自己実現に向けた取り組みを
保障することを指している。そして、第三には「予防的権利擁護の推進」を
あげ、早期発見・早期対応によって、虐待事例を含む支援困難事例等、深刻
な事態に陥ることを未然に防ぐこと。そのためには、地域住民等のインフォー
マルサポートの参画による専門職との連携と協働が不可欠となることを指摘

＊₆
岩間の４つの諸相は、
人と環境の相互作用領
域に焦点を当てて介入
していくソーシャルワー
クの固有の視点をもと
に、生活者本人を主体
として中心に据え、権
利侵害があればその状
態から抜け出すこと、
また、そのような状態
に陥ることを予防する
とともに、日々の暮ら
しのなかで本人らしい
生活と変化を支えてい
くことこそが権利擁護
であると示唆し傾聴に
値する（岩間伸之「権
利擁護の推進と地域包
括ケア−地域を基盤と
したソーシャルワークと
しての展開−」『地域福
祉研究 』No.42　2014
年　pp.13-21）。
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●事後学習

①「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」について調べ、実践の基礎

をなす原則は何か、どのような定義となっているか、なぜそのような定義

に変わっていったかについて理解しよう。

②ソーシャルワーカーとして権利擁護を進めていくために必要となる姿勢や

態度、視点について具体的にあげてみましょう。

③権利擁護を推進していくうえで「エンパワメント」は欠かせない。あなた

の言葉でエンパワメントについて、具体的に説明してみましょう。

【引用文献】
第３節、第４節の執筆にあたり、拙稿「第５節 契約下における援助のあり方」社団法人
日本社会福祉士会編『新 社会福祉援助の共通基盤 第２版 上』中央法規出版　2009年　
pp.81-90に加筆・修正を加え引用した。

【参考文献】
・足立叡編『新・社会福祉原論』みらい　2005年
・京極高宣監修『現代福祉学レキシコン』雄山閣　1993年
・社団法人日本社会福祉士会編『改訂 社会福祉士の倫理 倫理綱領実践ガイドブック』中

央法規出版　2009年
・社団法人日本社会福祉士会編『新 社会福祉援助の共通基盤 第２版 上』中央法規出版

2009年
・高山直樹監修、社団法人日本社会福祉士会編『社会福祉の権利擁護実践−利用者の声

を聴く社会福祉士として−』　中央法規出版　2002年
・西尾祐吾・清水隆則編『社会福祉実践とアドボカシー−利用者の権利擁護のために−』

中央法規出版　2000年
・ネイル・ベイトマン著（西尾祐吾監訳）『アドボカシーの理論と実際−社会福祉におけ

る代弁と擁護−』八千代出版　1998年
・森田ゆり『新・子どもの虐待−生きる力が侵されるとき−』岩波書店　2004年 
・山口光治『高齢者虐待とソーシャルワーク』みらい　2009年
・山本克司『福祉に携わる人のための人権読本』法律文化社　2009年 
・ロバート・アダムス著（杉本敏夫・齊藤千鶴監訳）『ソーシャルワークとエンパワメント

−社会福祉実践の新しい方向−』ふくろう出版　2007年
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働いて体感した「エンパワメント」

　社会福祉士として老人デイサービスセンターで働く鈴木さん。まだ、就職して２年目に
入ったばかりの新人です。ようやく仕事の段取りにも慣れてきて、少しずつ利用者や家族
の声を受けとめられるようになってきました。
　そんな鈴木さんが最近気になっているのが、奥さんを介護している男性の介護者の様子
です。送迎をするために自宅へ迎えに行くと、会話も少なく無表情で妻の外出を見送る夫
や「俺の体がだめになったら、こいつと一緒に死ぬしかない」と独り言のようにつぶやく
声などが聞こえてくるのです。
　デイサービスで日中の介護を提供しているのに、それだけでは介護者の支えになってい
ないのではないか、男性が介護するということに何か特別な大変さがあるのだろうかと考
えるようになりました。そして、男性介護者が真に求めていることは何だろうか、どうし
たらそれを知ることができるだろうかと職員会議の際に投げかけてみました。
　すると、鈴木さんが気にしていた介護者のほかにも、ちょっと気になる男性の介護者が
いることがわかり、直接それらの男性介護者から話を聞いてみたらどうかということにな
りました。しかし、鈴木さんが社会福祉士という専門職で、同じ男性だからといっても、
まだまだ若く、どう話を切り出してよいか、どんな質問をしたら介護の本音を引き出せる
のか自信がありませんでした。
　そこで鈴木さんは、デイサービスセンターへボランティアに来ている小林さんに協力し
てもらおうと考えました。小林さんは７年間にわたり奥さんの介護をし、昨年、その介護
を終えていました。その後、縁あってこのデイサービスセンターへ週１回ボランティアに
来ていました。小林さんに話すと、「自分の経験が活かされるのはうれしい」と快く引き
受けていただきました。
　鈴木さんは、このデイサービスセンターの利用者の家族で、介護をしている男性全員に、
「男性介護者の集い」の案内チラシを手渡しながら、ぜひ、参加してほしいとお願いをし
て回りました。　
　そして、第１回目の男性介護者の集いが８名の参加者によって開かれ、まず小林さんに
介護体験談の口火を切っていただき、少しずつ参加者から介護の様子を聞くことができま
した。こうして始まった集いは、毎月１回の開催から月に２回へと増やされ、すでに10
回を数えるまでとなりました。初回から参加したある男性は、「男だから弱音を吐いては
いけないと思って介護していたが、ここに来ると自然に自分の気持ちを話したくなる。話
すと少し心が軽くなるよ」と語っていました。それを聞いていた鈴木さんは、「こういう
ことがエンパワメントというのかな」と大学で学んだことを思い出しました。
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